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1. 計画策定の趣旨 

  

 川本町は平成 23（2011）年度に、令和 3（2021）年度を目標年次とする「第 5次川本町総

合計画」を策定し、「つながりとぬくもりの中で豊かに暮らせるまち～次世代の夢をかなえ

る小さなまちの挑戦～」を目指すべき将来像に掲げ、このまちの人・自然・資源を大切に

しながら、誰もが安心して生活できる環境を整えることで、「暮らしてみたい」「これから

もずっと暮らし続けたい」と思うまちづくりを進めてきました。 

 

また平成 27（2015）年度には、令和元（2019）年度を目標とした「川本町総合戦略」を

策定し、「夢と可能性に挑戦する人財が循環するまちへ」を目指す姿に位置づけ、人口減少

対策に取り組んできました。 

 

 これらの計画が、計画期間の満了をむかえるとともに、社会情勢なども大きく変化して

きていることから、総合戦略を 1 年延長し、総合計画を 1 年前倒しすることで、一体的な

計画として策定することとしました。 

 

これまでの取組を検証するとともに、変革する社会情勢を踏まえながら、これからも住

民のみなさまと一体となって、豊かな自然の中で暮らし続けられる地域づくりを目指す羅

針盤として、今後のまちづくりを計画的に実施していくための「第 6 次川本町総合計画」

とそのうち人口減少抑制対策としての「第 2期川本町総合戦略」を一体的に策定します。 
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2. 計画の構成と目標年次 

第 6 次総合計画は、令和 3（2021）年度～令和 12（2030）年度を計画期間とし、基本構

想、基本計画、実施計画により構成します。また、第 2 期総合戦略は前期基本計画の一部

として取りまとめ、実施計画は別冊として取りまとめます。 

 

① 基本構想 

基本構想では、今後のまちづくりの根底となる考え方や方向性を示すものとして、基

本理念や目指すべきまちの将来像及びその実現に向けた基本方針等について記載します。

基本構想の計画期間は、令和 3（2021）年度から令和 12（2030）年度までの 10年間とし

ます。 

 

② 基本計画 

基本計画では、基本構想で掲げた目標実現に向け、必要となる基本的な施策を体系的

に整理し、取り組む内容を示します。基本計画の計画期間は 5 年間とし、前期計画の期

間は令和 3（2021）年度から令和 7（2025）年度までとします。 

また、このうちの一部を総合戦略の施策としても位置づけます。従って、基本計画は

毎年検証し、必要に応じて見直しを行います。さらに社会情勢等の変化に対応し、令和 7

（2025）年度には後期基本計画の策定を行います。 

 

③ 実施計画 

 実施計画は、基本計画で示された基本施策に基づき、財政計画との調整を図りながら、

実施すべき施策や事業を示します。実施計画の計画期間は 5 年とし、原則毎年見直しを

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、地域住民が主体となって、持続可能な地域運営の仕組みづくりを推進するための

方向性やエリア毎の目標を示した「地区別構想」を別冊で作成します。 

 

  

基本構想 10 年 

前期基本計画 5 年 

 

実施計画 ５年 

後期基本計画 5 年 

 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 7 年度 

（2025 年度末） 

令和 12 年度 

（2030 年度） 

令和 8 年度 

（2026 年度） 

（第 2 期総合戦略） 

 

（第 3 期総合戦略） 

 

実施計画 ５年 

基本 

構想 

基本 
計画 

実施 
計画 

連動 

総合計画 

地
区
別
構
想 
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3. 川本町の概要 

    

 川本町は、中国山地の北斜面、島根県のほぼ中央部に位置する町です。平成の大合併の

時に、合併を行わなかったことから、島しょ部を除く島根県では面積が最も小さい町です。 

 

 

3.1 自然環境 

 本町の総面積は、106.43ｋ㎡で、約 81％が山林で占められているとともに、中央部に

は、北東から南西に向かって、中国地方最大の江の川が貫流しています。また、町内に

は島根県だけに自生するイズモコバイモの群生があるなど、自然豊かな環境を有してい

ます。 

 山陰特有の低温多湿の気候特性を有し、年間の平均気温は、13.5 度～14.0 度程度、降

水量は 1,800～2,400ｍｍ前後で、冬期には積雪もある地域です。 

 

イズモコバイモ群生地 

3.2 歴史 

 本町は、江戸中期から明治にかけて「たたら製鉄」の生産地として、早くから町が形

成されていました。また、天領行政の開始とともに、川本が銀山領に編入されたことを

契機に、明治 5（1872）年には邑智郡所が設置されました。その後、国・県の出先機関が

集積されたことによって、邑智郡の行政・経済の中心的な役割を担う「ひと」や「もの」

が盛んに交流するまちとして発展してきました。 

 

 

  

川本町 
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 昭和 30（1955）年 4 月には、旧川本町、川下村、三原村、三谷村が合併し、翌、昭和

31（1956）年 9月には祖式村の一部を編入し、概ね現在の町域が形成されています。 

  

3.3 社会環境 

①人口 

平成 27（2015）年の総人口は 3,427人で、3 区分別の人口は、年少人口が 331人、生産年

齢人口が 1,606人、老年人口が 1,490人になっています。 

昭和 60（1985）年と比較すると、総人口で約 44％、年少人口で約 70％、生産年齢人口で

約 58％の減少になっています。 

老年人口は、平成 12（2000）年がピークで、それ以降は減少が続いています。 

世帯数も減少傾向にあるとともに、核家族化が進行しており、単独世帯及び核家族世帯

が全体の 85％以上となっています 
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江の川、山林と町の中心部 

川本町の人口の推移（出典：国勢調査） 
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人口は、弓市地区、因原地区及びその周辺地域に集中しています。三原地区では低密度

で、やや広い範囲に分布していますが、その他は谷沿い（線状）に分布しています。 

 

 

川本町の人口分布 

 

②都市機能 

町内には、弓市地区、因原地区を中心に、ハローワークなどの国の機関、島根県の合同

庁舎などの公的機関や病院、高校、商店などの生活機能が集中的に立地しています。特に

弓市地区には、邑智郡の広域行政の中心地とした栄えた歴史を背景に、行政機関が集積し

ています。 

主な立地施設は以下の通りです。 

 

地区 主な立地施設 

弓市地区 ハローワーク、家庭裁判所、島根県合同庁舎、警察署、県立高校、役場、 
ホール・図書館、郵便局、病院、スーパーマーケット、金融機関等 

因原地区 道の駅、郵便局、スーパーマーケット、ホームセンター、ドラッグストア等 

  

弓市地区 

因原地区 
出典：国勢調査より作成 
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③産業 

平成 28（2016）年経済センサス調査における従業員数（事業所単位）では、約 75％が第

3 次産業と卓越しています。産業別で最も就業者数が多いのは医療・福祉で全体の約 29％

を占めます。町内に地域医療や福祉に取り組む社会医療法人が立地し、地域の雇用の受け

皿として重要な役割を担っています。 

次いで多いのは、卸売・小売業（同 20％）、3番目に多いのが建設業（同 17％）となって

おり、商業や建設業も主要な働き場になっています。この時点では、製造業は約 4％と低い

ですが、平成 30（2018）年に新規企業が立地し、新たな雇用の受け皿になっています。町

外から通勤する就業者も多く、周辺市町からの雇用の場としても機能しています。また、

周辺市町とのアクセスが良いという立地条件から、町内だけでなく町外の事業所に通勤し

やすいことも特徴です。 

 

     産業分類別従業員数（事業所別）の比率（出典：経済センサス） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

建設業

16.9%

建設業

10.4%

製造業
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製造業
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医療，福祉

13.0%
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川本町

島根県

(松江・出雲を除く)

全国

農業，林業

62人(4.1%)

漁業

0人(0%)

鉱業，採石業，砂利採取業

0人(0%)

建設業

253人(16.9%)

製造業

66人(4.4%)

電気・ガス・熱供給・水道業

0人(0%)

情報通信業

2人(0.1%)

運輸業，郵便業

92人(6.1%)

卸売業，小売業

300人(20%)

金融業，保険業

20人(1.3%)

不動産業，物品賃貸業

6人(0.4%)

学術研究，専門・技術サービス業

30人(2%)

宿泊業，飲食サービス業

84人(5.6%)

生活関連サービス業，娯楽業

64人(4.3%)

教育，学習支援業

9人(0.6%)

医療，福祉

429人(28.6%)

複合サービス事業

12人(0.8%)

サービス業（他に分類されないもの）

70人(4.7%)

通勤地の状況 出典：平成 27年国勢調査 

大田市 

江津市 

美郷町 

邑南町 

（71人） 

（141 人） 

川本町 

（85人） 

（136 人） 

（38人） 

（140人） 
（151人） 

（198人） 

（370人） 
（727人） 

赤字：町外への通勤者数 
青字：町外からの通勤者数 
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4. これまでのまちづくりの検証 

4.1. 第 5 次総合計画の検証 

 第 5次総合計画では、以下に示すように、「つながりとぬくもりの中で豊かに暮らせるま

ち」を目指す将来像に掲げ、目標人口を令和 3（2022）年に 3,300人、小中学校 1クラス 20

人規模の維持、高齢化率を 45％に設定しています。 

 この目標を達成するために、「医療福祉の充実」、「雇用の場の確保」、「居住空間の整備」、

「子ども教育の充実」を重点施策の柱に設定し、実現のために必要な 6 分野の施策に取り

組んできました。 

 目標人口については、総人口は既に 3,300人を下回っている状況ですが、小中学校 1クラ

ス 20人規模と高齢化率 45％は維持しています。 

 

 

 

第 5 次総合計画の基本構想 

  



9 

 

①産業振興 

（これまでの主な取組や現状） 

 農業は集落営農などの進展により、水稲生産の急激な減少を抑制しています。また、

エゴマのブランド化や６次産業化の推進などにより、農村環境の維持や新規就農に

もつながっています。 

 商工業については、小売業を中心に事業所数・従業員数が減少傾向にあります。他

方、介護サービス事業を中心に、医療・福祉分野については、事業所数・従業員数

ともに増加傾向にあります。 

 

主要な商工業の事業所数・従業員数の変化（出典：経済センサス） 

※令和 2年 12月に最新のデータが公表される予定で、それに基づき更新する予定。 

 

 地域商業等支援事業やビジネスコンテストの開催、地域おこし協力隊制度の活用に

より起業支援に取り組んでおり、定住や新規事業の創出等につながっています。 

 株式会社三協（平成 30（2018）年 4 月操業開始）、有限会社 Will さんいん（平成 30

（2018）年 3 月川本オフィス開設）等の企業誘致に成功し、働く場の範囲が広がっ

てきています。 

 

（今後の課題） 

 農業においては、就業者の高齢化が進み、後継者の確保が課題になっています。そ

のため、若者が就農しやすい環境の創出や、高付加価値化に向けての取組が必要に

なっています。 

 商工業においては、さらなる人口減少などにより、事業継承が困難な事業所が増加

することが懸念されています。事業継承に対する支援とともに、地域の環境や町の

特徴を活かした新たな産業創出も必要になっています。 

 特に、卸売・小売業や飲食、生活サービスを提供する事業所が集積している弓市地

区の商業・交流機能の維持は、川本町にとって重要な課題になっています。 

 企業誘致により雇用の場は増えてきていますが、人材の確保は十分な状況ではなく、

企業のニーズに対応した環境づくりにも一層取り組む必要があります。 

  

事業所数 従業員数 事業所数 従業員数 事業所数 従業員数
（箇所） （人） （箇所） （人） （箇所） （人）

卸売業，小売業 81 379 71 300 -10 -79

建設業 35 277 32 253 -3 -24

生活関連サービス業，娯楽業 24 68 23 64 -1 -4

医療，福祉 17 425 24 429 7 4

2009年 2016年 増減数
区分
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②基盤整備 

（これまでの主な取組や現状） 

 定住人口の確保に向け、定住促進住宅等の整備や、空き家バンク登録事業、空き家

改修支援などの空き家の利活用に取り組んできました。この結果、空き家の利活用

の進展、人口の社会増の達成などの成果が得られています。 

 

  

定住促進住宅等の新規整備戸数 

 

 町営住宅については、現在 17 団地、321 戸ありますが、一部には老朽化が進みつつ

あり、空き室が増えている施設もあります。 

 町道や上水道の整備は概ね完了しています。下水道については、普及率は徐々に上

がってきていますが、弓市地区、因原地区などの市街地では合併処理浄化槽の設置

場所の確保が難しく、普及が進まない現状もあります。 

 本町はこれまで江の川の氾濫により、甚大な被害を受けてきました。治水対策に関

し、関係機関に必要な施設整備促進を要望し、尾原地区など一部では事業が完了し

ましたが、平成 30（2018）年、令和 2（2020）年には再び洪水被害を受けるなど、

更なる治水対策が必要とされています。 

 

（今後の課題） 

 人口の社会増に向けては、今後も多様な居住ニーズに対する住宅対策が必要になっ

ています。特に住宅戸数の適正確保に向け、老朽化した町営住宅の長寿命化やリフ

ォームの促進が課題になっています。 

 町道整備は概ね完了したものの、商店街を縦断する県道の大型車両通過への対策、

県道のバイパスルート変更への対応など、特に中心市街地の県道整備には課題が残

っています。 

 下尾原（瀬尻・久料谷）地区・谷地区・谷戸地区・日向地区の治水対策、因原・尾

原・久座仁地区の内水排除対策については事業実施のめどが立っておらず、ハード・
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ソフト両面からの安全確保が課題になっています。 

 減災対策としては、自治会を中心とした自主防災組織や消防団が重要な役割を果た

すことから、その担い手となる人材確保と組織の強化が課題になっています。 

 

③生活環境 

（これまでの主な取組や現状） 

 交通環境の整備に関し、平成 24年度からのデマンド交通の導入も含めた町内公共交

通ネットワークの形成やタクシー助成などに取組み、町内全域で交通空白地域を解

消するなど、生活交通の確保に努めています。 

 平成 30 年 3 月末に JR 三江線が廃止となりましたが、代替交通（バス）の運行によ

り、周辺都市への移動手段の確保を進めています。 

 

代替交通の運行 

 

 地理的条件等により民間事業者による整備が見込まれない地域への携帯電話の利用

確保を図るため、国の補助を受けて町が基地局の整備を計画的に実施しており、令

和 2年度末には集落地における携帯電話不感地域は解消する見込みです。 

 交通安全・防犯対策については、関係機関と連携して、事故や犯罪のない地域づく

りに取り組んでいます。 

 邑智郡 3町の共同ごみ処理施設「邑智クリーンセンター」の運営を行っていますが、

ごみ焼却施設の老朽化に対応するため、令和 4 年度の供用開始を目指し、邑智郡 3

町及び大田市で新可燃ごみ共同処理施設及び最終処分場の増設工事を行っています。 

 

（今後の課題） 

 生活交通については、交通空白地はないものの、運行日や運行時間などの利便性に

課題があります。特に、周辺部での生活環境を維持するためには、新たな交通シス

テムの導入も含めた改善策が必要になっています。 

 携帯電話不感地域は、移動区間においては解消されていない地区もあり、引き続き

サービスエリアの拡大が課題となっています。また、整備された光通信網を活用し

たサービスの向上を図ることも課題になっています。 
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④保健・医療・福祉 

（これまでの主な取組や現状） 

 町内に山陰両県で初めてへき地医療業務を対象とした社会医療法人の認定を受ける

など、地域医療に熱心に取り組む病院が立地し、地域医療の提供における中心的な

役割を担っています。小児科や産婦人科など、町内に常設されていない診療科目に

ついては、隣接する邑南町に邑智郡 3 町で設置した公立邑智病院で受診することが

できます。 

 これらの医療機関は暮らしの安心を支える重要な資源であるとともに、雇用の受け

皿や地域経済の維持の面からも重要な機能を果たしています。 

 町と住民が連携して、高齢者などの健康づくりや生活支援活動など地域包括ケアに

取り組む団体の活動が始まっています。 

 健康寿命（65歳平均自立期間）は近年増加傾向にありますが、65 歳以上の単独及び

夫婦のみ世帯の割合も増加傾向にあるため、高齢者の生活支援に対するニーズが高

まるものと予想されます。 

 

65歳平均自立期間の推移        高齢者世帯数・割合の推移 

出典：国勢調査 

 

 子育て支援については、これまで経済的負担の軽減を中心に取り組み、子育て環境

の向上を図ってきています。 

 

（今後の課題） 

 町内の医療施設については小児科や産婦人科がなく、隣接する公立邑智病院との連

携強化などによる診療科目の充実や診療体制の充実が求められています。また、老

朽化した施設もあり、その更新が課題になっています。 

 子育て支援については、経済負担の軽減など子育て環境に加え、子どもの立場にな

って、地域と一体となった子育ち環境の充実が求められています。 

 高齢者の健康寿命の延伸や高齢者の生活支援体制の充実に向け、地域と行政が連携

して、住民の一人ひとりが健康で、安心して暮らし続けられるような仕組みづくり

を構築していく必要があります。 
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⑤教育・文化 

（これまでの主な取組や現状） 

 学校教育では、知力・徳力・体力の育成や個に応じた教育の充実などに取り組んで

きました。 

 小規模校の特性を生かし、「学び合い学習」に取り組んでおり、仲間づくりを基盤と

した個々の学力向上に力をいれています。 

 社会教育においても、誰もが学び続けることができる環境づくりや読書活動の推進、

スポーツ・文化振興などに取り組んできました。 

 ふるさと教育、地元企業における職場体験を通じて、9割以上の子どもが地域に愛着

をもつなどの成果が得られつつあります。 

 

地域に愛着をもつ子どもの割合 

 

 町内の少子化で高校の存続が危ぶまれていましたが、高校魅力化プロジェクトにお

けるスポーツ（野球、カヌー）を中心とした特徴ある取組等が奏功し、町外からの

進学者の確保等、生徒数を維持しています。 

 高校魅力化の取り組みに連動し、令和 2 年 8 月に「まちごと魅力化センター」を開

館し、町外生の就学環境、地域との連携体制の向上等に取り組んでいます。 

 

（今後の課題） 

 保・小・中・高が連携した一貫教育体制の構築については、協議会などでの検討が

行われていますが、具体的な取組には至っておらず、教育プログラムの開発が課題

になっています。 

 高校魅力化プロジェクトとしては、新たなステップとして、地域と生徒との関係性

を高め、生徒の生きる力の向上や地域課題の解決に向けての取組に発展させるとと

もに、卒業後も関係性を維持し、「関係人口」の増加につなげることも課題になって

います。 
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⑥集落・協働・移住 

（これまでの主な取組や現状） 

 住民主体のたすけあい・支えあいの地域運営の仕組みづくりについては、三原地区

で地域課題の解決に向けた「集いの場」の創設や中間支援組織が立ち上がろうとす

るなど、地域住民が主体となって活動が展開されつつあります。 

 人口減少や高齢化の進行により、消防団や自主防災組織などの地域活動の担い手が

不足している地域もあります。 

 移住・定住者の確保に向け、かわもと暮らし情報センターを中心に、情報発信の強

化やコーディネーター機能の充実を図っています。この結果、移住相談件数や移住

者数の増加に一定の成果が得られています。 

 

移住相談件数 

 

（今後の課題） 

 三原地区で始まっている新たな地域運営の仕組みづくりを横展開し、全町一体での

取組にしていく必要があります。 

 持続可能な地域を維持するため、地域活動を推進する人材を確保するとともに、消

防団や自主防災組織の育成・強化が課題になっています。 

 移住対策については、これまで Iターンの移住促進に力を入れてきましたが、今後は

U ターンの促進にも注力するとともに、移住者の定着支援にも取り組む必要がありま

す。加えて、移住には至らないまでも、町の取組を応援してくれるような関係人口

を増やしていくことも必要になっています。 
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⑦健全な財政経営 

（これまでの主な取組や現状） 

 平成 22年度から、「住民が満足する持続可能な行財政を実現する行財政基盤の確立」

をテーマに行財政改革に取り組んでいます。 

 平成 22（2010）年は、実質公債比率（単年）が 21.2％でしたが、行財政改革に取り

組み、令和 1（2019）年度では 9.5％となっているとともに、将来負担比率も 9.4％と

なっており、財政状況は大幅に改善されています。 

 

健全化指標の推移 

 

 住民一人当たりの公共施設の面積は、全国や類似規模の自治体と比較して多くなっ

ています（全国平均の 5.91倍）。 

 

（今後の課題） 

 公共施設については、今後の維持管理費の増大が想定されており、財政経営上の大き

な課題になりつつあります。 

 

公共施設の維持管理費の想定（出典：公共施設等総合管理計画） 
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4.2. 第 1 期総合戦略の検証 

 平成 27（2015）年に策定した川本町総合戦略では、「夢と可能性に挑戦する人財が循環す

るまち」を目指す将来像とし、「学び」、「交流」、「仕事」、「住まい」、「子育て」、「暮らし」

に関する 5つの施策目標を掲げ、人口減少抑制対策に取り組んできました。 

 

 

 

第 1期総合戦略 体系図 

  

◀目指す姿と人口ビジョン▶  ◀施策目標▶  ◀施策の方向性▶ 

  
学び 

自らの夢を果たすために 

川本で挑戦する人財を育てる 

 多様な経験や挑戦ができる環境整備 

   地域を知り地域で活動する機会の充実 

目指す姿    

夢と可能性に挑戦する 

人財が循環するまち 

    

 
交流 

川本の価値に共感する 

若者世代を集める 

 学びの情報発信 

   多様かつ魅力的な情報発信 

   受け入れ体制の充実 

     

人口ビジョン  
仕事 

多様な働く場と 

働き方を創造する 

 個人起業家の育成 

2020 年までに 

社会増減を±0 にする 

  雇用規模の拡大 

  雇用機会の多様化 

↓     

2040 年までに 

合計特殊出生率を 

2.1 にする 

 
住まい 

必要量の住まいを 

安定的に供給する 

 町営住宅等の整備 

  空き家の活用 

↓   新しい住環境の整備促進 

2060 年までに 

人口減少を止める 

（総人口：2,500 人） 

    

 

子育て 
 

出生者数を増やす 

 子育て環境の充実 

   結婚支援の充実 

    

     

  
暮らし 

暮らしを支える地域運営 

の仕組みづくりを進める 

 小さな拠点づくり 
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前述の総合戦略に基づいた多面的な取組による人口減少抑制対策の結果として、平成 27

（2015）年から令和元（2019）年の 5年間では、年平均で約 5人の転入超過となっており、

県内では 3 番目の増加率になります。概ね人口ビジョンで想定していた通りの推移となっ

ており、令和 2（2020）年の人口 3,212 人は住民基本台帳人口では達成しています。特に、

子育て世代の転入が多く、年少人口が大きく目標値を上回っています。 

 

※実績値は、各年 9月末現在の住民基本台帳人口 

人口ビジョンの目標と実績 

 

単位：人

目標値 実績値

総数 3,212 3,226 14

年少人口（0～14歳） 268 322 54

生産年齢人口（15～64歳） 1,476 1,456 -20

老年人口（65歳以上） 1,468 1,448 -20

2020年人口
区分 増減

 

※実績値は、2020年 9 月末現在の住民基本台帳人口 

人口ビジョンの目標人口と実績値の比較 

 

 

社会移動数の推移（出典：住民台帳移動報告） 
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5. 社会情勢の変化と川本町への影響 

人口減少 

我が国の人口は、平成 20（2008）年頃をピークに減少に転じています。人口が減少する

ことで全体の消費が縮小するとともに、生産年齢人口の減少による労働力の不足で経済が

縮小していくことが想定されています。また、高齢化に伴う社会保障費の負担の増大など

も想定されます。こうしたことから、日常の暮らしに様々な影響が及ぶことが懸念されて

います。 

本町では、平成 27（2020）年に策定した「川本町総合戦略」に基づき、人口減少抑制対

策に取り組んだ結果、一定の成果は上がっています。この状態を維持するには、引き続き

生産年齢人口の減少抑制や年少人口の維持に向けての取組を充実・強化していく必要があ

ります。 

 

災害の激甚化 

温暖化の影響で、豪雨、台風などの自然災害が激甚化しており、安全や安心に対する意

識や関心が高まっています。 

本町においても、人的被害は生じませんでしたが、平成 30（2018）年、令和 2（2020）

年に江の川の洪水被害が発生しており、防災や減災などの対策強化が必要になっています。 

 

高齢者等の犯罪被害の増加 

近年高齢者等を対象とした特殊詐欺の被害が全国で増加しており、安心して暮らせるよ

うに、対策を強化することが求められています。 

島根県内でも 30件以上の被害が報告されており、本町においても、被害者が増加するこ

とが懸念されています。 

 

価値観の多様化と地方移住への関心の高まり 

日本人の価値観やライフスタイルは多様化しており、物質的な豊かさより、家族との時

間や自然とのふれあい、趣味や自分の時間など、「ゆとり」や「安らぎ」など精神的な豊か

さを大切にする考え方が広がりつつあります。そのような暮らしを夢見て、若者の地方へ

の移住希望も多くなっています。さらに、新型コロナ感染症を契機に、「テレワーク」など

の働き方なども広がり、田舎暮らしへの関心が高まっています。 

生産年齢人口の減少が続いている本町においては、こうした変化をチャンスと捉え、川

本町の価値を共有する人を取り込み、訪れる人、移住する人などを増やしていくことが重

要です。 
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情報革命の進展 

近年、ICT分野の技術進歩は著しく、インターネットやスマートフォン、タブレット端末

の普及により人々の生活の利便性や作業効率、産業の生産性の向上につながっています。 

近年では、AI（人工知能）、IoT（Internet of Things、モノのインターネット）、ロボット、

ビッグデータ等の新たな技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れ、経済発展と社会的課

題の解決を両立させる社会像（Society5.0）が提唱されています。 

医療分野や農業分野、交通分野などへの多方面での AI、IoT の導入・展開が始まりつつ

あり、安全・安心・快適に暮らせる社会の実現に向け、本町としても積極的に活用してい

くことが求められます。 

 

SDGs への対応 

「持続可能な開発目標（SDGs）」 は、平成 27（2015）年 9月の国連サミットで採択され

た「持続可能な開発のための 200 アジェンダ」に記載された 2016 年から 2030 年までの国

際目標です。持続可能の世界を実現するための 17のゴールと 169のターゲットから構成さ

れ、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っています。 

本町においても、持続可能な地域づくりの一環として、あらゆる事業や取組がこれらの

目標に紐づいていることを意識し取り組むことで、世界の持続可能な社会の実現に寄与す

ることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDGs の 17 のゴール  
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6. 今後のまちづくりの課題 

 集落営農の推進、特産品（エゴマ）のブランド化、ビジネスコンテスト等の起業支援、

企業誘致に積極的に取り組むとともに、定住住宅の整備や子育て環境の向上などにより、

ここ数年は人口の社会増を実現し、人口減少に一定の歯止めがかかっています。しかし、

持続可能な地域を維持していくには、この成果を継続していく必要があります。 

 一方で、中心部での人口減少やＪＲ三江線の廃止などもあり、町の拠点エリアの小売業

の減少など拠点としての機能が衰退しつつあります。また必要最小限の生活交通は維持さ

れていますが、誰もが行きたいところに円滑に行ける状態にはなっていません。また、治

水対策も十分な状態でなく、頻繁に洪水被害を受けています。 

 また、住み慣れた地域で、安全、安心、快適に暮らし続けるためには、保健・医療・福

祉などのサービスが円滑に受けられる必要があります、身近に相談できる場所があったり、

助けてくれる人がいたりすることが重要で、そうした個々の実情に向き合える新たな地域

運営の仕組みづくりが大切です。川本町では、一部の地域でこうした取組が始まっていま

す。 

 地域の担い手づくりについては、ふるさと学習などの取組により、地域に愛着をもつ子

どもが多くなっていますが、卒業後実際に地域の担い手になっているかということは十分

に検証できていません。また、就学や転勤で町内へ移住した高校生や社会人に対する生活

面でのフォローも十分にできている状況とは言えません。 

 このような現状を踏まえ、今後のまちづくりにあたっては、以下の点に着目して取り組

む必要があります。 

 

 先進的な技術を活用しながら、生活面や防災面での機能強化を図り、暮らし続けら

れる基盤整備や仕組みづくりが必要です。 

 

 地方移住への関心の高まりを背景に、川本の価値に磨きをかけ、移住者や川本町の

魅力へ共感してくれる人をさらに増やすことが必要です。 

 

 持続可能な地域づくりに向け、住民主体のたすけあい・支えあう地域運営の仕組の

構築が必要です。 

 

これらの解決に向けては、夢と希望を持って、「川本町を暮らしたいまち」にしていこう

とする人材の確保・育成が不可欠であり、今後のまちづくりを進めるうえでの最も根本的

かつ重要な課題になっています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本構想 
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1. 基本構想の構成 

 

基本構想は、基本理念、将来像、基本方針、施策体系で構成します。 

基本構想は、今後のまちづくりにおいて、何を目指し、何を大切にし、何に取り組むの

かを示す、まちづくりの羅針盤となるものです。 

 

 

 

  

基本理念 

基本構想 

将来像 

基本方針 

今後のまちづくりにおける基本となる考え方、大切にしていくこと

を示すものです。 

川本町のまちづくりの姿勢を示すものであり、町としての住民の皆

さんとの約束事ともいえるものです。 

川本町の将来のありたい姿を示すものです。 

本計画では、計画期間の終了時点の 10 年後に、どのような姿を目

指しているのかを描きます。 

川本町に関わる全ての人が将来像を共有し、活動を進めていけるよ

うに定めるものです。 

将来像（目指すまちの姿）を実現するための施策の方向性を示すも

のです。 

今後 10 年間において、何に取り組むのかについての基本的な考え

方を示しています。 

施策体系 

基本方針に基づき、推進する施策の項目を体系的に整理し示すもの

です。 

施策の漏れ、重複を解消し、効率的な施策展開を図るために示して

います。 

基本計画 
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2. 基本理念 

  

川本町は、江の川の清流と緑に囲まれ、古くから邑智郡の商業・業務の中心地であり、

行政機関・医療機関・商業施設などの都市機能が集積した弓市地区を中核として発展して

きました。また、島根県の本土側では唯一平成の大合併を行わなかったことから、町民一

丸となり川本町としての歴史を積み重ねてきました。その中で育んできた町民の一体感や

まとまり、ふるさとに対する想いは、川本町に暮らす私たちの誇りであり、財産です。 

 一方で、町を取り巻く環境は大きく変化しています。人口減少や高齢化が進み、日常生

活に必要な機能の維持が困難となる集落が生じつつあります。平成 27（2015）年に策定し

た総合戦略に基づく人口減少対策が奏功し、ここ 5 年間では人口の社会増を達成するなど

成果が得られていますが、30年後の 2050年には人口が半減するとの推計もあり、楽観視で

きる状況にはありません。 

 川本町としての新たな歴史を力強く刻んでいくためには、新しい時代に対応したまちづ

くりの戦略を描き、その実現に向けて取組を進める必要があります。これまでの取組を通

じて育まれてきた人と人のつながりやぬくもりを大切にしながら、川本町の総力を結集し

対応していくことが求められています。 

そのため、本計画では以下の４つを基本理念に掲げ、川本町に暮らす人、川本町で働く

人、川本町で学ぶ人、川本町を応援してくれる人など、川本町を愛するすべての「人」を

大切にするまちづくりを進めていきます。 

 

理念 1：暮らしといのちを守ります 

川本町に暮らす人の不安を一つでも多く解消していきます。 

 

理念 2：協奏のまちづくりを進めます 

住民一人ひとりの思いや気持ちを大切にしていけるよう、住民が主体的に、前向きにまち

づくりに参画し、協働でたすけあい・支えあえる仕組みをつくり、運営します。 

 

理念 3：川本町に誇りと愛着をもつ心を育みます 

町内で活躍する人はもちろん、町外においても川本町に誇りと愛着をもって活躍する人の

育成に注力します。 

 

理念 4：夢の実現、挑戦を応援します 

川本町が活力のある町であり続けるため、夢の実現、新たな挑戦を応援します。 

 

  



24 

 

3. まちの将来像 

 

第 5 次川本町総合計画（平成 24～33 年度）では、「つながりとぬくもりの中で豊かに暮

らせるまち」を将来像として掲げてきました。 

第 6 次川本町総合計画では、第 5 次総合計画の将来像に掲げた人と人のつながりとぬく

もりをベースにしながら、ひと・ものの交流の場として歩んできた川本町の歴史的背景を

今一度見つめなおし、町民との協奏や外部の力との連携を図りながら、住民一人ひとりが

自分らしく暮らすことができるまちを実現し、次世代につなげていくことを目指していき

ます。 

このため、まちづくりの将来像として、「たすけあい・支えあう中で、自分らしく暮らし

続けられるまち」を掲げ、「暮らし」「産業」「教育」「安全」の４つのテーマごとの基本目

標を設定し、その実現に向けたまちづくりを進めていきます。 

 

 

 

 

  

住み慣れた地域の暮らしが 

持続するまち（暮らし） 

たすけあい・支えあう中で 

自分らしく暮らし続けられるまち 

暮らしを支える生業、 

地域資源を活かした産業が根付くまち（産業） 

子ども達の夢を育み、 

挑戦する人材が育つまち（教育） 

 

すべての住民が、 

安心して暮らせるまち（安全） 
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以下に、10年後の具体的な姿を示します。 

 

住み慣れた地域の暮らしが持続するまち 

住み慣れた地域で住民同士がつながり、支え合い、誰もが居場所と役割を持って生き生き

と暮らしています。 

（具体的なまちの姿） 

 たすけあい、支え合う仲間が身近なところにいて、心配ごとや困りごとをいつでも相

談できる場所がある。 

 一人暮らしの高齢の方、障がいのある方や外国の方など、誰もが地域の中で安心して

暮らしている。 

 運転免許証を持っていなくても行きたいところに快適に移動できる。 

 UIターン者も地域活動の担い手として活動している。 

 町外で暮らす人と町内で暮らす人とのつながりが継続している。 

 

 

暮らしを支える生業、地域資源を活かした産業が根付くまち 

住民の暮らしに必要なサービスが維持され、地域資源を活かした産業が生まれています。 

（具体的なまちの姿） 

 弓市地区や因原地区を中心に、生活を支えるサービスを提供する地元の事業者が元気

に営業している。 

 町内外の企業間での連携や地域資源の活用により地域内で経済循環が起こり、雇用と

所得が安定的に生み出されている。 

 地域資源を活かした農林水産業が維持され、より魅力的になっている。 

 複数の地域資源をコラボレーションした産業や特産品が生まれている。 

 地域資源の一つとして、山林を活用することで、里山景観が維持されている。 

 「健康」をキーワードにした地域産業が生まれ、地域住民の「健康づくり」や「誇り」

に繋がっている。 

 ビジネスコンテストの成果から起業家が生まれ、新たな活力源となり、働く場を提供

している。 
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子ども達の夢を育み、挑戦する人材が育つまち 

子ども達は、生き生きと夢を抱いて勉学に励んでおり、若者や大人は川本町での学びを活

かして様々な分野で挑戦する人材として育っています。 

（具体的なまちの姿） 

 安心して子どもを生み、育てる環境が整っている。 

（遊び場、医療、見守り、妊産婦・乳幼児期の不安に寄り添える環境） 

 保育所、小学校、中学校、高等学校が維持されており、子どもの成長に合わせた学習

環境が整っている。 

 地域住民全員で学び続け、自然体験や産業体験など、地域資源を活かした学びを地域

みんなで実践し、サポートしている。 

 子どもたちの夢の実現に向けたチャレンジを地域の人たちが一緒になって応援してい

る。 

 地域に愛着をもつ子どもが育ち、町外に出てもふるさとを思う気持ちを持っている。 

 町外に進学・就職した若者が Uターンし、町のなかで活躍している。 

 

 

すべての住民が安心して暮らせるまち 

防災、防犯の仕組みが整っており、住民は安心して暮らしています。 

（具体的なまちの姿） 

 水害や土砂災害などの自然災害への対策が整っている。 

 住民一人ひとりが減災への意識を持ち、自主防災組織も機能している。 

 里山環境が維持されることで、災害の抑制に繋がっている。 

 新しい生活様式が定着し、感染症や疫病への対策が整っている。 

 ICT（情報通信技術）や AI（人工知能）の活用が進んでいる。 

 交通事故が発生しない町になっている。 

 振り込め詐欺や、インターネット（SNS）など新しい手口の犯罪や人権侵害に誰も巻き

込まれない。  
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人口ビジョン 

平成 30（2018）年に示された国立社会保障・人口問題研究所（以下、社人研）の推計値

（2010 年から 2015 年の人口変化を基に推計）では、以下に示すように概ね、10 年後には

約 2,500人、30年後には約 1,500人まで人口が減少すると推計されています。 

 しかしながら、2020年 9月末現在の住民基本台帳人口では、3,226人となっており、推計

人口を上回っている状況です。加えて、ここ 5 年間の転入転出の状況をみると、平均で 5

人程度の転入超過になっており、企業誘致や起業支援、住宅対策、子育て支援の充実など

の人口減少抑制対策の効果が発現していると想定されます。 

 引き続き、効果的な人口減少抑制対策を講じることで転入超過を実現し、将来的には、

概ね現状程度の年少人口と生産年齢人口が維持されているまちを目指します。 

 

将来人口の見通し（国立社会保障・人口問題研究所 推計値） 
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2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

年少人口 生産年齢人口 老年人口 高齢化率

約 2,510 人 

約 2,890 人 

目標人口 

現在人口 目標人口 

2020 年 2030 年 2050 年 

総人口：約 3,230 人 

年少人口：約 320 人 

生産年齢人口：約 1,460 人 

老年人口：約 1,450 人 

（高齢化率：44.9％） 

 

総人口：約 2,890 人 

年少人口：約 330 人 

生産年齢人口：約 1,350 人 

老年人口：約 1,210 人 

  （高齢化率：42.0％） 

総人口：約 2,510 人 

年少人口：約 400 人 

生産年齢人口：約 1,340 人 

老年人口：約 770 人 

  （高齢化率：30.7％） 
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4. 将来像の実現に向けた基本方針 

将来像を実現するため、施策の方向性を基本方針として定めます。 

 

●住み慣れた地域の暮らしを維持するために、 

持続可能な地域運営・たすけあいの仕組みづくりを推進します 

 

持続可能な地域運営を進めるため、住民主体の「集いの場づくり」をきっかけとし

て、地域課題に積極的に取り組めるような助け合いの仕組みを構築します。 

また、住民一人ひとりの実情、居住エリアの立地条件に応じて介護予防や生活支援

が確実に受けられるように医療・看護・介護の専門機関、中間支援組織などが連携し、

地域住民を主体とした「地域包括ケアシステム」を構築します。 

そのために、病気や事故にあっても、迅速かつ適正な治療が受けられる医療環境を

維持・充実すると共に、まちのどこに住んでも不自由なく移動できる生活交通ネット

ワークを整え、住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくための基盤整備を推進し

ます。 

地域運営の担い手としては、地域に住む人はもちろん、まちの価値観や環境に共感

してくれる移住者、町外から持続的な関わりを持ってくれる人も重要な地域運営の人

材です。そのための受け入れ環境を整え、多様な人材の力を地域に取り入れていく仕

組みづくりを構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域運営・たすけあいの仕組みづくりに向けた構造図（地区別構想より） 

大田市 

美郷町 

邑南町・広島方面 

大田市 
（温泉津） 

江津市 
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●暮らしを支える生業、地域資源を活かした産業が根付くために 

産業育成・起業支援に取り組みます 

  

町内の主要な産業は、医療・介護、小売業などの生活サービス業及び建設業です。

将来的にもこれらの産業が維持され、雇用の場となるように事業継承などへの支援を

行い、町の拠点エリアの機能の維持・充実を図ります。 

農林業は農村環境維持からも重要であるとともに、移住のきっかけづくりになって

います。全国的にも有名な「川本町のエゴマ油」の知名度と品質を維持するほか、有

機農業の推進、産品の高付加価値化を図ります。 

産業振興の一つの着眼点として、町内の基幹産業である医療・介護を通じた「健康」

をキーワードに各種の産業をつないでいくことも考えられます。地域医療の中核を担

う社会医療法人仁寿会を中心に、企業間連携の推進や、地元購買・地元産品の利用促

進等により、町内での経済循環を高める取り組みを進めます。 

また、町内外の若者の起業はもとより、地元事業者も含めた新しいチャレンジを応

援できる仕組みや体制づくりを強化します。 

さらに、女性や高齢者、外国人も含め、多様な人材が自らのライフスタイルに応じ

て、明るく、楽しく働ける職場づくりに取り組みます。 

 

 

●子ども達の夢を育み、挑戦する人材を育むために、 

子育ち・学びの環境の充実を図ります 

 

 安心して、子どもを産み育てることができる子育て環境や、子どもが健やかにたくま

しく育つ子育ち環境の充実を図ります。 

 学校（小・中）教育においては、個々の個性に向き合い、丁寧で質の高い学習環境を

整え、生きる力が高く、社会で活躍できる人材を育てます。 

 高校においては、地域との触れ合いを通して学生が充実した高校生活を送り、ここで

学んでよかったと思えるように魅力的な学習環境を整えます。 

 町内に小学校・中学校・高校がそれぞれ１校ずつあり、連続した学びを受けられる教

育環境があるのが川本町の特色です。この環境を活用して、保育を含む各成長過程で、

その都度自分の夢を意識し、行動できる人材となれるように、一貫した教育の充実を図

ります。 

 子ども達だけでなく地域の大人たちにも、地域の自然環境、伝統や文化などについて

学び続けられる場の充実を図り、夢の実現に向けて支援します。 

そうした地域の人に触れる、学び合いの「ふるさと教育」の充実を図り、ふるさとに

誇りと愛着をもち、川本町を巣立った後も、Uターンはもとより、地域と関わりを持ち続

け、関係人口となる子どもを育むとともに、住民の生きがいづくりにつなげていきます。 

  



30 

 

●すべての住民が安心して暮らせるために、 

防災・減災対策や生活基盤の整備を進めます 

 

すべての住民が安心して安全に暮らすためには、災害や事故、犯罪が発生しないこ

とが最も良いことですが、これらを完全に防ぐことはできません。堤防整備や砂防事

業などのハード事業については、引き続き他の自治体と連携して国や県へ要望すると

ともに、ハード・ソフトの両面から流域全体で対策を講じる官民協働の「流域治水」

に取り組みます。 

仮に、災害が起こってしまった場合においても可能な限り被害が軽減できるように、

情報伝達手段や危機管理体制の充実、消防団や自主防災組織の強化に取り組みます。 

交通事故や犯罪、近年増加してきた特殊詐欺、新型コロナウィルスをはじめとする

感染症対策も含め、全ての住民の生命や財産を守る体制を強化していきます。 

加えて、生活の基盤となる、まちづくり、道路、上下水道、情報通信網、住宅、公

園及び環境対策も引き続き進めます。 
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5. 施策体系 

基本方針と施策項目との対応を示します。基本方針に関係の大きい施策項目をグループ

化して施策体系を整理します。項目によっては複数の基本方針と関係する場合もあります

が、ここでは関連の強い方針に対応し、整理しています。 

なお、すべての施策項目にかかる取組として、「効率的な行財政運営の推進」を位置づけ、

安定した行政経営と各施策の着実な推進に努めます。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


